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資 料 １  

新 宿 区 条 例 第 ９ 号  

 

新 宿 区 産 業 振 興 基 本 条 例  

 

新 宿 の ま ち は 、 先 進 性 を 持 つ 国 際 色 あ ふ れ る に ぎ や か な 姿 を 見 せ

る 一 方 で 、 歴 史 と 伝 統 が 息 づ く 緑 豊 か な や す ら ぎ の あ る 姿 を 見 せ る

個 性 豊 か な 都 市 と し て 発 展 を 遂 げ て き た 。 暮 ら し の 場 、 働 く 場 、 学

び の 場 、 集 い の 場 と し て 多 く の 人 々 が 行 き 交 う 中 で 、 多 種 多 様 な 価

値 や 文 化 を 受 け 入 れ 、 活 力 あ る 産 業 を 育 み 、 そ の 魅 力 を 向 上 さ せ て

き た 。  

 産 業 は 、 私 た ち の 生 活 と 地 域 社 会 に 密 接 な 関 わ り を 持 つ も の で あ

る 。 産 業 は 、 私 た ち の 生 活 に 必 要 と さ れ る 様 々 な 物 や サ ー ビ ス を 提

供 す る と と も に 、 そ れ ら の 物 や サ ー ビ ス の 循 環 を 通 じ て 新 た な 物 や

サ ー ビ ス を 生 み 出 し 、 地 域 に に ぎ わ い と 豊 か さ を も た ら し 、 私 た ち

の 生 活 を 向 上 さ せ 、 地 域 社 会 を 発 展 さ せ て き た 。  

 私 た ち は 、 新 宿 の ま ち に お い て 産 業 が 果 た す 役 割 が 、 将 来 に お い

て も 変 わ る こ と な く 重 要 な も の で あ る と 確 信 す る 。  

 し か し な が ら 、 新 宿 の ま ち を 取 り 巻 く 環 境 は 日 々 目 ま ぐ る し く 変

化 し 、 社 会 構 造 の 変 化 や 生 活 様 式 の 多 様 化 に よ り 、 中 小 企 業 者 を 始

め と す る 事 業 者 や 商 店 街 の 活 力 を 維 持 向 上 さ せ る た め の 環 境 は 厳 し

さ を 増 し て い る 。 こ の よ う な 環 境 の 改 善 に 向 け た 取 組 を 一 層 充 実 さ

せ る と と も に 、 社 会 経 済 状 況 の 変 化 に 適 応 す る こ と が で き る 創 造 力

の あ る 産 業 や そ の 担 い 手 を 育 成 す る 必 要 性 が 生 じ て い る 。  

 こ う し た 事 態 に 対 処 す る た め に は 、 区 民 、 事 業 者 、 商 店 会 、 産 業

経 済 団 体 、 金 融 機 関 、 教 育 研 究 機 関 及 び 新 宿 区 そ の 他 産 業 に 関 わ る

す べ て の も の が 、 そ れ ぞ れ の 役 割 を 自 覚 し 、 一 体 と な っ て 「 活 力 あ

る 産 業 が 芽 吹 く ま ち 」 の 実 現 を 目 指 し 、 そ れ に よ っ て 産 業 の 振 興 を

推 進 し て い く 必 要 が あ る 。  

 こ こ に 、 産 業 の 振 興 に つ い て の 基 本 理 念 を 明 ら か に し て そ の 方 向

性 を 示 し 、 産 業 の 振 興 を 総 合 的 か つ 恒 常 的 に 推 進 し て い く た め 、 こ

の 条 例 を 制 定 す る 。  

（ 目 的 ）  

第 1 条  こ の 条 例 は 、 新 宿 区 （ 以 下 「 区 」 と い う 。 ） に お け る 産 業
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が 区 民 生 活 及 び 地 域 社 会 に と っ て 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る こ と

に 鑑 み 、 区 に お け る 産 業 の 振 興 （ 以 下 「 産 業 振 興 」 と い う 。 ） に

関 す る 基 本 理 念 を 定 め 、 区 の 責 務 並 び に 事 業 者 、 商 店 会 、 産 業 経

済 団 体 、 金 融 機 関 、 教 育 研 究 機 関 及 び 区 民 の 役 割 を 明 ら か に す る

こ と に よ り 、 産 業 振 興 の 総 合 的 か つ 恒 常 的 な 推 進 を 図 り 、 も っ て

区 民 生 活 の 向 上 及 び 地 域 社 会 の 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。 

（ 定 義 ）  

第 2 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  区 民  区 の 区 域 内 （ 以 下 「 区 内 」 と い う 。 ） に 住 所 を 有 す る

者 、 区 内 に 存 す る 事 務 所 又 は 事 業 所 に 勤 務 す る 者 、 区 内 に 存 す

る 学 校 に 在 学 す る 者 及 び 区 内 に お い て 活 動 す る 者 を い う 。  

⑵  事 業 者  区 内 に お い て 事 業 を 行 う も の を い う 。  

⑶  商 店 会  区 内 に お け る 商 店 街 の 振 興 を 目 的 と し て 組 織 す る 団

体 を い う 。  

⑷  産 業 経 済 団 体  区 内 に 存 す る 商 工 会 議 所 そ の 他 の 産 業 の 振 興

を 図 る こ と を 目 的 と し て 組 織 す る 団 体 を い う 。  

⑸  金 融 機 関  区 内 に お い て 事 業 を 行 う 銀 行 、 信 用 金 庫 、 信 用 組

合 そ の 他 の 機 関 を い う 。  

⑹  教 育 研 究 機 関  区 内 に お い て 産 業 振 興 に 資 す る 調 査 研 究 及 び

教 育 を 行 う 大 学 そ の 他 の 機 関 を い う 。  

（ 基 本 理 念 ）  

第 3 条  産 業 振 興 は 、 事 業 者 が 創 意 工 夫 及 び 自 助 努 力 に 基 づ く 事 業

活 動 を 行 う と と も に 、 区 、 商 店 会 、 産 業 経 済 団 体 等 が 一 体 と な っ

て 、 当 該 事 業 活 動 を 促 進 す る こ と を 基 本 と す る 。  

２  産 業 振 興 は 、 中 小 企 業 者 の 活 力 あ る 成 長 と 発 展 を 目 指 す こ と を

基 本 と す る 。  

３  産 業 振 興 は 、 商 店 街 の 発 展 と 活 性 化 を 図 る こ と を 基 本 と す る 。  

４  産 業 振 興 は 、 社 会 経 済 状 況 の 変 化 に 適 切 に 対 処 す る た め 、 創 業

の た め の 環 境 を 整 備 す る と と も に 、 創 造 力 の あ る 産 業 を 育 成 す る

こ と を 基 本 と す る 。  

（ 区 の 責 務 ）  

第 4 条  区 は 、 前 条 に 規 定 す る 基 本 理 念 に 基 づ き 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 基 本 的 施 策 と し て 実 施 す る も の と す る 。  
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⑴  事 業 者 の 創 意 工 夫 及 び 自 助 努 力 に 基 づ く 事 業 活 動 を 支 援 す る

こ と 。  

⑵  産 業 振 興 に 関 す る ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 す る こ と 。  

⑶  産 業 に 関 す る 情 報 を 収 集 し 、 及 び 発 信 す る こ と 。  

⑷  産 業 振 興 を 担 う 人 材 を 発 掘 し 、 及 び 育 成 す る こ と 。  

⑸  社 会 経 済 状 況 の 変 化 に 適 応 す る 事 業 転 換 を 支 援 す る こ と 。  

⑹  創 業 及 び 事 業 承 継 の た め の 環 境 を 整 備 す る こ と 。  

⑺  創 造 力 の あ る 産 業 を 育 成 す る こ と 。  

⑻  中 小 企 業 者 の 活 力 あ る 成 長 と 発 展 の た め の 取 組 を 行 う こ と 。  

⑼   地 場 産 業 の 持 続 あ る 発 展 の た め の 取 組 を 行 う こ と 。  

⑽  商 店 街 の 発 展 と 活 性 化 の た め の 取 組 を 行 う こ と 。  

２  区 は 、 前 項 の 基 本 的 施 策 （ 以 下 「 基 本 的 施 策 」 と い う 。 ） を 実

施 す る に 当 た っ て は 、 必 要 に 応 じ て 区 民 、 事 業 者 、 商 店 会 、 産 業

経 済 団 体 、金 融 機 関 及 び 教 育 研 究 機 関 と の 連 携 を 図 る も の と す る 。 

３  区 は 、 基 本 的 施 策 を 効 果 的 か つ 効 率 的 に 実 施 す る た め 、 都 市 計

画 、 文 化 、 福 祉 、 教 育 、 環 境 等 の 施 策 と の 調 整 を 図 り 、 産 業 振 興

に 関 す る 総 合 的 な 計 画 を 定 め る も の と す る 。  

４  区 は 、 基 本 的 施 策 を 実 施 す る に 当 た っ て は 、 組 織 体 制 を 整 備 す

る と と も に 、 財 政 上 の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

（ 事 業 者 の 役 割 ）  

第 5 条  事 業 者 は 、 創 意 工 夫 及 び 自 助 努 力 に 基 づ く 事 業 活 動 を 行 う

と と も に 、 経 営 基 盤 の 強 化 、 当 該 事 業 活 動 に 係 る 情 報 発 信 及 び 雇

用 の 創 出 に 努 め る も の と す る 。  

２  事 業 者 は 、 自 ら の 事 業 活 動 が 従 業 員 に よ っ て 支 え ら れ て い る こ

と か ら 、 従 業 員 の 育 成 と 福 利 厚 生 の 増 進 に 努 め る も の と す る 。  

３   事 業 者 は 、 自 ら が 地 域 社 会 の 一 員 で あ る こ と を 自 覚 し 、 地 域 社

会 と の 調 和 を 図 り 、 そ の 発 展 に 寄 与 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 商 店 会 の 役 割 ）  

第 6 条  商 店 会 は 、 商 店 街 が 産 業 振 興 の み な ら ず 、 地 域 の 安 全 ・ 安

心 の 推 進 等 地 域 に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ を 支 え る 上 で 多 面 的 で 重 要

な 役 割 を 担 っ て い る こ と か ら 、 商 店 街 の 活 性 化 に 努 め る も の と す

る 。  

２  商 店 会 は 、 商 店 会 を 構 成 す る 事 業 者 が 行 う 事 業 の 魅 力 の 向 上 が

商 店 街 の 活 力 あ る 成 長 と 発 展 を も た ら す こ と か ら 、 当 該 事 業 者 の
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創 意 工 夫 及 び 自 助 努 力 に 基 づ く 事 業 活 動 の 促 進 に 努 め る も の と す

る 。  

３  商 店 会 は 、 加 入 者 を 増 や す こ と に よ り そ の 組 織 力 の 強 化 を 図 る

と と も に 、 商 店 街 に お い て 小 売 業 等 を 営 む 事 業 者 は 、 商 店 街 の 重

要 性 を 理 解 し 、 そ の 活 性 化 に 協 力 す る た め 、 商 店 会 に 加 入 す る よ

う 努 め る も の と す る 。  

（ 産 業 経 済 団 体 等 の 役 割 ）  

第 7 条  産 業 経 済 団 体 は 、 事 業 者 が 創 意 工 夫 及 び 自 助 努 力 に 基 づ く

事 業 活 動 を 行 う こ と が で き る よ う 、 必 要 な 環 境 整 備 に 努 め る も の

と す る 。  

２  金 融 機 関 は 、 事 業 者 が 経 営 基 盤 を 強 化 し 、 及 び 経 営 革 新 に 取 り

組 む こ と が で き る よ う 、 経 営 支 援 を 行 う こ と に よ り 、 産 業 振 興 の

推 進 に 寄 与 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

３  教 育 研 究 機 関 は 、 産 業 振 興 に 関 す る 調 査 研 究 の 成 果 の 普 及 を 図

る と と も に 、 産 業 振 興 を 担 う 人 材 を 育 成 す る よ う 努 め る も の と す

る 。  

（ 区 民 の 役 割 ）  

第 8 条  区 民 は 、 産 業 が 生 活 に 必 要 と さ れ る 物 や サ ー ビ ス を 提 供 す

る 等 区 民 生 活 に 密 接 に 関 わ っ て い る こ と か ら 、 そ の 消 費 活 動 を 通

じ て 産 業 振 興 の 推 進 に 寄 与 す る よ う 努 め る と と も に 、 区 、 事 業 者

又 は 商 店 会 が 行 う 産 業 振 興 を 推 進 す る た め の 様 々 な 取 組 に 協 力 す

る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 産 業 振 興 施 策 の 公 表 ）  

第 9 条  区 長 は 、 毎 年 1 回 、 産 業 振 興 に 関 す る 主 た る 施 策 の 実 施 状

況 を 取 り ま と め 、 こ れ を 公 表 す る も の と す る 。  

（ 産 業 振 興 会 議 の 設 置 ）  

第 1 0 条  産 業 振 興 に 関 す る 基 本 的 事 項 に つ い て 調 査 審 議 す る た

め 、 区 長 の 附 属 機 関 と し て 、 新 宿 区 産 業 振 興 会 議 （ 以 下 「 産 業 振

興 会 議 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

（ 所 掌 事 務 ）  

第 1 1 条  産 業 振 興 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

⑴  次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 調 査 審 議 す る こ と 。  

ア  基 本 的 施 策 に 係 る 重 要 な 事 項  

イ  産 業 振 興 に 関 し 、 区 長 が 諮 問 す る 事 項  
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⑵  産 業 振 興 を 図 る た め に 必 要 な 事 項 に つ い て 、 区 長 に 意 見 を 述

べ る こ と 。  

（ 組 織 ）  

第 1 2 条  産 業 振 興 会 議 は 、 委 員 1 3 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  

２  委 員 の 任 期 は 2 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。 た だ し 、 委 員 に 欠 員

が 生 じ た 場 合 に お け る 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と

す る 。  

３  委 員 は 、 学 識 経 験 を 有 す る 者 、 区 民 及 び 事 業 者 （ 法 人 そ の 他 の

団 体 に あ っ て は 、 そ の 構 成 員 ） 並 び に 商 店 会 、 産 業 経 済 団 体 、 金

融 機 関 及 び 教 育 研 究 機 関 の そ れ ぞ れ の 関 係 者 の う ち か ら 、 区 長 が

委 嘱 す る 。  

４  前 3 項 に 定 め る も の の ほ か 、 産 業 振 興 会 議 の 組 織 及 び 運 営 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 新 宿 区 規 則 で 定 め る 。  

 

附  則  

 

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 2 3 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 1 0

条 か ら 第 1 2 条 ま で の 規 定 及 び 次 項 の 規 定 は 、公 布 の 日 か ら 起 算 し

て 6 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 新 宿 区 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行

す る 。  

（ 新 宿 区 附 属 機 関 の 構 成 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一

部 改 正 ）  

２  新 宿 区 附 属 機 関 の 構 成 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 昭

和 3 4 年 新 宿 区 条 例 第 9 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 新 宿 区 文 化 芸 術 振 興 会 議 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

新 宿 区 産 業 振 興 会 議  委員のうち学識経験者 

日額  20,000 円 

その他の委員 

日額  10,000 円 

条例中副区長相当額 
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新 宿 区 規 則 第 ５ ８ 号  

 

新 宿 区 産 業 振 興 会 議 規 則  

 

（ 趣 旨 ）  

第 1 条  こ の 規 則 は 、新 宿 区 産 業 振 興 基 本 条 例（ 平 成 2 3 年 新 宿 区 条

例 第 9 号 。以 下「 条 例 」と い う 。）第 1 2 条 第 4 項 の 規 定 に 基 づ き 、新

宿 区 産 業 振 興 会 議 （ 以 下 「 産 業 振 興 会 議 」 と い う 。 ） の 組 織 及 び

運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 2 条  こ の 規 則 で 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、 条 例 で 使 用 す る 用 語 の

例 に よ る 。  

 （ 組 織 ）  

第 3 条  産 業 振 興 会 議 の 委 員 の 構 成 は 、 次 の と お り と す る 。  

⑴  学 識 経 験 を 有 す る 者  3 人 以 内  

⑵  区 民  1 人  

⑶  事 業 者 （ 法 人 そ の 他 の 団 体 に あ っ て は 、 そ の 構 成 員 ）  2 人

以 内  

⑷  商 店 会 の 関 係 者  1 人  

⑸  産 業 経 済 団 体 の 関 係 者  4 人 以 内  

⑹  金 融 機 関 の 関 係 者  1 人  

⑺  教 育 研 究 機 関 の 関 係 者  1 人  

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 4 条  産 業 振 興 会 議 に 会 長 1 人 及 び 副 会 長 2 人 以 内 を 置 く 。  

２  会 長 は 委 員 の 互 選 に よ り 定 め 、 副 会 長 は 会 長 が 指 名 す る 。  

３  会 長 は 、 産 業 振 興 会 議 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

４  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 会 長 が 欠

け た と き は 、 産 業 振 興 会 議 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 職 務

を 代 理 す る 。  

 （ 会 議 ）  

第 5 条  産 業 振 興 会 議 は 、 会 長 が 招 集 す る 。  

２  産 業 振 興 会 議 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 会 議 を 開 く こ

と が で き な い 。  

３  産 業 振 興 会 議 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で こ れ を 決 し 、 可 否
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同 数 の と き は 、 会 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

４  産 業 振 興 会 議 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 の

出 席 を 求 め 、 そ の 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

５  産 業 振 興 会 議 の 会 議 は 、 公 開 を 原 則 と す る 。 た だ し 、 会 長 が 必

要 と 認 め る と き は 、 非 公 開 と す る こ と が で き る 。  

 （ 専 門 部 会 ）  

第 6 条  産 業 振 興 会 議 に 専 門 部 会 を 置 く こ と が で き る 。  

２  専 門 部 会 は 、 会 長 の 指 名 す る 委 員 を も っ て 組 織 す る 。  

３  専 門 部 会 に 専 門 部 会 長 を 置 き 、 専 門 部 会 長 は 専 門 部 会 に 属 す る

委 員 が 互 選 す る 。  

４  専 門 部 会 長 は 、専 門 部 会 を 招 集 し 、専 門 部 会 の 事 務 を 掌 理 し 、専

門 部 会 の 調 査 審 議 の 経 過 及 び 結 果 を 産 業 振 興 会 議 に 報 告 す る 。  

５  専 門 部 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 の 出 席

を 求 め 、 そ の 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

６  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 専 門 部 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 専 門 部 会 長 が 定 め る 。  

 （ 庶 務 ）  

第 7 条  産 業 振 興 会 議 の 庶 務 は 、 地 域 文 化 部 産 業 振 興 課 に お い て 処

理 す る 。  

 （ 補 則 ）  

第 8 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 区 長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

 

 こ の 規 則 は 、 平 成 2 3 年 8 月 2 3 日 か ら 施 行 す る 。  

  

 


